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経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
が
困
難
な

家
庭
に
、
給
食
費
や
学
用
品
費
等
、
学

校
生
活
で
必
要
な
費
用
の
一
部
を
援
助

し
ま
す
。

対
象
　
区
内
在
住
の
国
公
立
小
・
中
学

校
へ
通
学
し
て
い
る
児
童
・
生
徒
及

び
そ
の
保
護
者
で
、
生
活
保
護
を
受

け
て
い
る
か
生
活
保
護
に
準
ず
る
程

度
に
困
窮
し
て
い
る
方

申
請
方
法

▽
区
内
の
区
立
小
・
中
学
校
へ
通
学
し

て
い
る
場
合
…
各
小
・
中
学
校
へ

▽
区
外
の
国
公
立
小
・
中
学
校
へ
通
学

●

就
学
援
助
の
申
請
を
受
け
付
け

し
て
い
る
場
合
…
５
月
９
日
（
金
）

ま
で
に
、
預
金
通
帳
（
申
請
者
名
義

の
も
の
）
を
持
参
し
、
区
役
所
３
階

学
務
課
へ

＊
期
間
後
に
申
請
を
し
た
場
合
は
、
援

助
費
の
支
給
対
象
と
な
る
期
間
が
短

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

＊
１
月
２
日
以
降
に
荒
川
区
に
転
入
し

た
方
は
、　
年
中
の
収
入
を
証
明
す

２５

る
書
類
（
確
定
申
告
書
の
写
し
、
源

泉
徴
収
票
等
）
を
一
緒
に
提
出
し
て

下
さ
い

＊
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
、

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い

問
合
せ
　
学
務
課
 
緯
内
線
３
３
３
８

 　
中
学
３
年
生
、
高
校
３
年
生
等
の
お

子
さ
ん
が
い
る
一
定
所
得
以
下
の
世
帯

へ
、
学
習
塾
の
費
用
等
を
無
利
子
で
貸

し
付
け
ま
す
。
高
校
・
大
学
等
へ
入
学

し
た
場
合
は
返
済
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

◎
学
習
塾
等
受
講
料
貸
付
金

対
象
　
中
学
３
年
生
、
高
校
３
年
生

貸
付
限
度
額
　
　
万
円

２０

◎
受
験
料
貸
付
金

■
高
校
受
験
料

●

学
習
塾
費
用
等
を
貸
し
付
け

対
象
　
中
学
３
年
生

貸
付
限
度
額
　
２
万
７
４
０
０
円

■
大
学
受
験
料

対
象
　
高
校
３
年
生

貸
付
限
度
額
　
　
万
５
千
円

１０

◇
　
　
　
　
　
◇

申
込
期
限
　
　
年
１
月
下
旬
ま
で

２７

＊
貸
し
付
け
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い

問
合
せ
　
▽
荒
川
区
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
 
緯
（
５
６
１
５
）
３
４
４
０

　
▽
福
祉
推
進
課
　
 緯
内
線
２
６
１
６

 全
部
支
給
（
月
額
）
　
４
万
１
０
２
０

円
●

４
月
か
ら

児
童
扶
養
手
当
額
を
改
定

一
部
支
給
（
月
額
）
　
４
万
１
０
１
０

円
～
９
６
８
０
円

＊
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い

問
合
せ
　
子
育
て
支
援
課

 

緯
内
線
３
８
１
６

 　
三
河
島
駅
前
南
地
区
市
街
地
再
開
発

地
域
に
建
設
中
の
再
開
発
ビ
ル
（
東
日

暮
里
６
―
１
―
１
）
に
出
店
予
定
の
大

規
模
商
業
施
設
に
つ
い
て
、
周
辺
環
境

へ
の
影
響
に
関
す
る
協
議
結
果
の
縦
覧

●

大
規
模
商
業
施
設
の
協
議

結
果
を
縦
覧

を
行
い
ま
す
。

縦
覧
期
間
　
４
月
　
日
（
月
）
～
　
日

１４

２８

（
月
）
午
前
８
時
　
分
～
午
後
５
時

３０

　
分
１５

＊
土
・
日
曜
日
を
除
く

縦
覧
場
所
・
問
合
せ
　
産
業
振
興
課（
荒

川
消
防
署
隣
セ
ン
ト
ラ
ル
荒
川
ビ
ル

３
階
） 

緯
内
線
４
５
７

 　
食
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め

に
、
区
が
行
う
食
品
営
業
施
設
等
に
対

す
る
監
視
指
導
の
重
点
項
目
や
食
品
の

衛
生
検
査
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
た

●

　
年
度
荒
川
区
食
品
衛
生

２６監
視
指
導
計
画
を
策
定

も
の
で
す
。

　
計
画
の
全
文
は
、
区
役
所
２
階
情
報

提
供
コ
ー
ナ
ー
・
北
庁
舎
１
階
生
活
衛

生
課
、
荒
川
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ア
ド

レ
ス
は
１
面
下
欄
参
照
）
で
閲
覧
出
来

ま
す
。

問
合
せ
　
生
活
衛
生
課
 緯
内
線
４
２
８

 　
区
指
定
の
介
護
保
険
施
設
等
で
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
う
と
、
現
金
に
交

換
出
来
る
ポ
イ
ン
ト
が
貯
ま
る
「
い
き

い
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ポ
イ
ン
ト
制
度
」

の
説
明
会
で
す
。
前
日
ま
で
に
申
し
込

●

い
き
い
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ポ
イ
ン
ト
制
度
説
明
会

ん
で
下
さ
い
。

日
時
　
４
月
　
日
（
木
）
午
前
　
時
～

２４

１０

正
午

会
場
　
区
役
所
３
階
３
０
４
会
議
室

対
象
　
区
内
在
住
の
　
歳
以
上
の
方

６５

申
込
み
・
問
合
せ
　
介
護
保
険
課

 

緯
内
線
２
４
３
２

 　
学
生
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の

方
は
、
親
の
収
入
に
か
か
わ
ら
ず
、
保

険
料
の
納
付
を
猶
予
す
る
特
例
制
度
が

あ
り
ま
す
（
承
認
期
間
は
、
最
長
で
申

請
年
度
の
４
月
～
翌
年
３
月
分
ま
で
）。

　
　
年
度
以
前
に
在
学
し
て
い
た
方

２５
は
、
過
年
度
の
学
生
納
付
特
例
申
請
が

出
来
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
学
生

証
（
ま
た
は
在
学
証
明
書
）
・
年
金
手

帳
・
印
鑑
を
お
持
ち
の
上
、
国
保
年
金

課
で
ご
相
談
下
さ
い
。

申
請
・
問
合
せ
　
国
保
年
金
課
（
区
役

所
１
階
）　
　
 
緯
内
線
２
４
１
１

●

国
民
年
金
保
険
料
の
学
生

納
付
特
例
制
度

　
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

議
会
に
お
い
て
、　
・
　
年
度
に
お
け

２６

２７

る
保
険
料
率
と
軽
減
措
置
が
決
定
し
ま

し
た
。

◎
　
年
度
保
険
料
率
の
改
正

２６
　
　
・
　
年
度
の
保
険
料
率
（
表
１
参

２６

２７

照
）
は
、
医
療
費
の
増
加
な
ど
に
伴
い

大
幅
な
上
昇
が
見
込
ま
れ
、
一
定
の
負

担
を
お
願
い
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
保
険
制
度
の
安
定
的
な

運
営
の
た
め
、
ご
理
解
下
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

◎
保
険
料
抑
制
の
た
め
特
別
対
策
等

▽
本
来
保
険
料
で
賄
う
べ
き
４
項
目
に

つ
い
て
、
広
域
連
合
を
構
成
し
て
い

る
　
区
市
町
村
は
、　
・
　
年
度
の

６２

２６

２７

２
年
間
で
約
２
０
１
億
円
を
負
担

し
、
被
保
険
者
の
方
の
保
険
料
の
増

加
を
抑
制
し
て
い
ま
す（
表
４
参
照
）

▽
不
測
の
事
態
に
備
え
、
国
、
都
、
広

域
連
合
で
財
源
を
３
分
の
１
ず
つ
負

担
し
て
財
政
安
定
化
基
金
を
設
置
し

て
い
ま
す
。
そ
の
基
金
１
４
５
億
円

を
活
用
す
る
こ
と
で
保
険
料
の
増
加

を
抑
制
し
て
い
ま
す

▽
国
の
制
度
と
し
て
、
所
得
の
低
い
方

へ
の
所
得
割
軽
減
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
軽
減
策
に
一
部
上
乗
せ
（
約
　３４

億
円
）
し
て
所
得
割
額
を
軽
減
し
て

い
ま
す

◎
　
年
度
保
険
料
の
納
付

２６
　
　
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

２６
決
定
通
知
書
は
、
７
月
中
旬
に
送
付
し

ま
す
。
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
原
則

と
し
て
介
護
保
険
料
と
同
じ
年
金
か
ら

の
引
き
落
と
し
で
す
（
特
別
徴
収
）
。

　
そ
の
年
金
額
が
年
額
　
万
円
未
満
の

１８

方
や
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
合
算
額
が
年
金
受
給
額
の
２

分
の
１
を
超
え
る
方
な
ど
は
、
納
付
書

や
口
座
振
替
な
ど
に
よ
り
個
別
に
収
め

ま
す
（
普
通
徴
収
）
。

＊
新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
た
方
は
、
当
分
の
間
普
通
徴
収

と
な
り
ま
す

◎
　
・
　
年
度
保
険
料
軽
減
措
置

２６

２７

■
均
等
割
額
の
軽
減

　
同
一
世
帯
の
世
帯
主
及
び
被
保
険
者

の
方
全
員
の
所
得
の
合
計
額
が
基
準
に

該
当
す
る
場
合
は
、
軽
減
が
適
用
さ
れ

ま
す
（
表
２
参
照
）。

■
所
得
割
額
の
軽
減

　
被
保
険
者
本
人
の
「
賦
課
の
も
と
と

な
る
所
得
金
額
」
を
も
と
に
所
得
割
額

を
軽
減
し
て
い
ま
す
（
表
３
参
照
）。

＊
　
年
中
の
収
入
を
申
告
し
て
い
な
い

２５方
（
　
年
中
所
得
が
無
か
っ
た
方
を

２５

含
む
）
は
、
軽
減
が
適
用
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
、
申
告
し
て
下
さ
い

＊
既
に
所
得
税
、
住
民
税
の
申
告
を
し

て
い
る
方
や
公
的
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
（
遺
族
年
金
ま
た
は
障
害
年

金
の
み
を
受
給
し
て
い
る
方
を
除

く
）
は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

■
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
保
険
料

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の
前
日

ま
で
会
社
の
健
康
保
険
（
国
民
健
康
保

険
・
国
民
健
康
保
険
組
合
は
除
く
）の
被

扶
養
者
だ
っ
た
方
は
、
所
得
割
額
が
無

料
、均
等
割
額
が
９
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

◎
ご
家
族
を
扶
養
し
て
い
る
方
は

　
会
社
の
健
康
保
険
（
国
民
健
康
保
険

を
除
く
）
な
ど
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
へ
移
行
す
る
方
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
　
歳
以
下
の
方
は
、
国
民
健
康
保
険

７４
な
ど
へ
の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。

◇
　
　
　
　
　
◇

問
合
せ

▽
制
度
に
関
す
る
こ
と
…
広
域
連
合
お

問
合
せ
セ
ン
タ
ー

　
　
 緯
０
５
７
０
（
０
８
６
）
５
１
９

＊
Ｉ
Ｐ
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
方
は
（
緯
０

３
〈
３
２
２
２
〉
４
４
９
６
）
へ

＊
土
・
日
曜
日
、
祝
日
等
を
除
く
、
午

前
９
時
～
午
後
５
時

▽
個
別
の
ご
相
談
…
国
保
年
金
課
（
区

役
所
１
階
） 

緯
内
線
２
３
９
１

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

保
険
料
率
の
改
定
と
軽
減
に
つ
い
て

保
険
料
率
の
改
定
と
軽
減
に
つ
い
て

保
険
料
率
の
改
定
と
軽
減
に
つ
い
て

保
険
料
率
の
改
定
と
軽
減
に
つ
い
て
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表１　保険料（年額）の決め方

所得割額
賦課のもととなる
所得金額　×
所得割率
８.９８％

+

均等割額
被保険者
１人当たり

４万２２００円

＝

保険料

（限度額５７万円）

＊賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得及び山林
所得金額と株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計から
基礎控除額３３万円を控除した額です（雑損失の繰越控除
額は控除しません）

　日本脳炎の予防接種は、１７～２１年度の間は積極的
な勧奨を差し控えていましたが、新たなワクチンが
承認され、現在は通常どおり接種出来るようになっ
ています。
特例対象者について　平成７年４月２日～１９年４月
１日生まれの方は、２０歳未満まで定期予防接種と
して接種出来ます

標準的な接種スケジュール
▷第１期接種（３回）…３歳の時に６～２８日の間隔
をおいて２回接種後、おおむね１年の間隔をおい
て１回接種

▷第２期接種（１回）…９歳で１回接種
特例対象者の接種スケジュール
▷第１期接種（３回）…６日以上の間隔をおいて３
回接種

▷第２期接種（１回）…９歳以上で第１期接種終了
後、６日以上の間隔をおいて接種（第１期接種後、
５年程度の間隔をおいて接種することが望まし
い）

接種予診票
▷第１期…以前に交付していたものをそのまま使用
出来ます

▷第２期…健康推進課で交付、または郵送します
＊接種予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳を
持参の上、健康推進課で申請して下さい

申請・問合せ　健康推進課（がん予防・健康づくり
センター２階） 緯内線４３３

日本脳炎の
　　　予防接種
日本脳炎の
　　　予防接種
日本脳炎の
　　　予防接種

表２　均等割額の軽減
軽減割合総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

　９割３３万円以下で被保険者全員が年金収入８０万円
以下（その他所得が無い）

８．５割３３万円以下で９割軽減の基準に該当しない
　５割３３万円＋（ ２４万５０００円 × 被保険者の人数 ）以下
　２割３３万円＋（ ４５万円 × 被保険者の人数 ）以下

＊６５歳以上（１月１日現在）の方の公的年金所得は、その所得か
ら更に高齢者特別控除１５万円を差し引いた額で判定します

表３　所得割額の軽減
軽減割合賦課のもととなる所得金額
　１０割１５万円以下 ①
７．５割２０万円以下 ②
　５割５８万円以下 ③

＊①・②は、東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です

表４　保険料抑制のための特別対策
軽減額（２年間）４項目の特別対策
７４億円葬祭費分の負担①
６４億円審査支払手数料分の負担②
６３億円保険料未収金補填分の負担③
　０円財政安定化基金拠出金分の負担④


